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清瀬市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に係る報告について 

 

1.計画の概要 

令和 32（2050）年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボンシテ

ィ」を実現するために、市民・事業者・市の連携・協働による取組施策を示す計画

である。 

 

2.計画期間 

令和 6（2024）年度から令和 12（2030）年度までの 7年間 

 

3.計画の対象範囲 

  市内全域 

 

4.温室効果ガス排出量の削減目標 

【中期目標】 

令和 12（2030）年度に、平成 25（2013）年度比 46％削減 

【長期目標】 

令和 32（2050）年度までに温室効果ガス排出量実質ゼロを実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」資料より作成 

          

 【実績】 

  令和 4（2022）年度の排出量：235,000ｔ-CO2eq/年 

  （基準（2013）年度比）  13.60％削減 

資料２ 
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5.再生可能エネルギーの導入目標 

 令和 12（2030）年度までに設備容量 12,695kW（発電量 15,235MWh/年相当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （出典）環境省「自治体排出量カルテ」 

 

【実績】 

  令和 5（2023）年度の再生可能エネルギーの導入設備容量 6,349kW 

  (令和 12(2030)年度までの導入目標(12,695kW)に対する導入率) 49.99％ 
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6.まとめ 

 温室効果ガス排出量については、令和 4(2022)年度実績で基準(2013)年度比

13.60％削減となっており、ゆるやかに排出量削減に向けた取り組みが推進されてい

ると評価できる。 

 再生可能エネルギーの導入設備容量については、令和 5(2023)年度実績で 6,349kW

となっており、順調に再生可能エネルギーの導入が推進されていると評価できる。  

市では、太陽光発電機器等を設置した市民に対する補助制度の実施、東京都の補

助制度の普及啓発等を実施している。東京都や市による補助制度の拡充によって、

市民・事業者の積極的な再生可能エネルギー機器導入が促進されている。 

 また、市では、公共施設における LED 照明や太陽光発電システムをはじめとした

省エネ・再エネ設備の導入促進、電気自動車をはじめとした低公害の公用車の導入

促進、職員による節電等の省エネ行動の普及啓発・モニタリングにより、温室効果

ガス排出量削減に向けた取り組みを推進している。 

 今後、温室効果ガス排出量削減の中期目標及び長期目標の達成に向けて、さらな

る取組施策の推進が求められる。 

 市民・事業者に対しては、環境啓発活動への参画、リユース・リサイクルによる

ごみ発生量の抑制、公共交通機関の積極的利用など、環境配慮行動を啓発していく

必要がある。 

 市の事業においては、温室効果ガス排出量が少ない又は排出が無いクリーン電力

の導入を段階的に進めていくことなど、ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組

みを計画的に推進していく必要がある。 

 


